
私立専修学校運営費補助金について 

 

 

１ 趣旨 

  学校法人（準学校法人を含む。）が専修学校を運営する場合に要する経常的経費に対して補助金を

交付し、私立専修学校における教育の振興を図るもの。 

 

２ 事業内容 

 (１) 補助対象 

   専修学校設置学校法人（準学校法人を含む。） ※予備校など進学を目的とする専修学校を除く。 

 (２) 補助対象経費 

  人件費（役員報酬及び退職金を除く。）、教育管理経費及び設備費（車両設備費を除く。） 

 (３) 補助額  

   〔定額（生徒一人当たり単価）×５月１日時点の生徒数（定員内実員数）〕 

区  分 単  価 備  考 

① 高等課程（大学入学資格付与校） 71,920円 令和５年度新設 

② 高等課程（上記以外） 35,960円  

③ 専門課程 17,980円  

 

３ 専修学校（高等課程）不登校対策等支援事業（令和６年度創設） 

 (１) 趣旨 

県内の不登校生徒が増加していることに鑑み、県内の不登校生徒を積極的に受け入れている私立

専修学校（高等課程）の不登校対策支援等の整備を支援しようとするもの。 

 (２) 補助対象 

   専修学校（高等課程）設置学校法人（準学校法人を含む。）の人件費 

 (３) 補助内容及び補助上限額 

   不登校対策のための支援員（スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、養護教諭等）

を設置した場合に、１校当たり 660万円を上限に補助 

 

４ 令和年度のスケジュール（予定） 

  令和８年度のスケジュールは、おおむね以下のとおり予定していること。 

 (１) ８月下旬     所要額調書提出依頼 

 (２) ９月下旬     所要額調書提出 

 (３) 11月上旬～中旬  内示 

 (４) 11月下旬     交付決定 

 (５) 12月下旬     前金払（１回目） 

 (６) ３月下旬     前金払（２回目） 

 (７) ３月末      実績報告書提出 


